
は
じ
め
に

　

豊ほ
う
し
が
い

子
愷
（
一
八
九
八
―
一
九
七
五
）
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、「
子
愷
漫
画
」
と
称
さ
れ
る
独
自
の
イ
ラ
ス
ト
や
、『
縁
縁
堂
随
筆
』

に
代
表
さ
れ
る
格
調
高
い
散
文
で
、
中
華
民
国
期
の
新
興
市
民
階
級
を
中
心
に
人
気
を
博
し
た
芸
術
家
で
あ
る
。
豊
は
そ
の
他
に
も
、

芸
術
教
育
に
関
す
る
著
述
や
翻
訳
を
多
数
著
し
、『
源
氏
物
語
』
や
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
な
ど
の
翻
訳
を
手
が
け
、
ま
た
立
達
学
園
や

開
明
書
店
の
創
設
に
関
わ
る
な
ど
、
多
方
面
で
活
躍
し
た
。
豊
子
愷
は
ま
た
、
晩
清
か
ら
民
国
初
期
の
中
国
文
芸
界
で
活
躍
し
、

一
九
一
八
年
に
出
家
し
た
高
僧
、
弘
一
法
師
（
俗
名
は
李り

叔し
ゅ
く

同ど
う

、
一
八
八
〇
―
一
九
四
二
）
の
芸
術
お
よ
び
仏
教
上
の
高
弟
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
る
。

　

小
論
で
取
り
上
げ
る
『
護
生
画
集
』
は
、
豊
子
愷
が
弘
一
法
師
の
発
案
の
下
に
、
一
九
二
九
年
か
ら
七
三
年
ま
で
四
〇
年
以
上
の
年

月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
絵
解
き
啓
蒙
書
で
、
全
六
集
、
計
四
五
〇
幅
の
絵
と
題
詞
か
ら
成
る
。
そ
の
存
在
自
体
は
、
中
国
内
外
の
研

究
者
は
も
と
よ
り
、
中
国
や
台
湾
、
香
港
な
ど
中
国
語
文
化
圏
の
一
般
読
者
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
六
集
の
完
成
に
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至
る
ま
で
の
経
緯
や
内
容
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

豊
子
愷
と
弘
一
法
師
が
『
護
生
画
集
』
の
作
成
を
計
画
し
た
の
は
、
豊
が
弘
一
法
師
に
よ
っ
て
仏
教
帰
依
式
を
受
け
た
一
九
二
七
年

当
時
の
こ
と
で
、
当
初
は
弘
一
法
師
の
五
〇
歳
を
記
念
し
て
一
集
の
み
作
成
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
弘
一
法
師
か
ら
自
分
が

何
歳
で
亡
く
な
ろ
う
と
も
、
百
歳
に
相
当
す
る
年
ま
で
は
一
〇
年
毎
に
『
護
生
画
集
』
を
発
行
し
、
各
集
の
収
録
作
品
数
を
一
〇
幅
づ

つ
増
や
す
よ
う
依
頼
さ
れ
、
豊
子
愷
は
戦
時
中
や
文
化
大
革
命
（
以
下
、
文
革
）
期
に
も
作
成
を
続
け
、
全
六
集
を
完
成
さ
せ
た
。『
護

生
画
集
』
は
作
成
が
長
期
に
及
ん
だ
た
め
、
テ
ー
マ
も
関
係
者
も
集
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　

小
論
は
「
豊
子
愷
『
護
生
画
集
』
解
題
（
1
）」
の
続
編
で
あ（

1
）

り
、
全
六
集
の
う
ち
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
（
以
下
、
建
国
）
後
に

作
成
さ
れ
た
第
四
集
か
ら
第
六
集
に
つ
い
て
、
作
成
の
意
図
や
経
緯
、
社
会
的
反
響
に
つ
い
て
論
じ（

2
）
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
は
文
革
期
に
も
『
護
生
画
集
』
の
作
成
を
続
け
た
。
建
国
後
、
豊
子
愷
は
本
人
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
、
中

国
美
術
家
協
会
常
務
理
事
や
中
国
対
外
文
化
協
会
上
海
分
会
副
会
長
な
ど
の
要
職
に
任
じ
ら
れ
、
文
革
期
に
は
多
く
の
知
識
人
と
同
様

に
批
判
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
、
市
内
引
き
回
し
や
郊
外
へ
の
下
放
と
肉
体
労
働
、
紅
衛
兵
に
よ
る
暴
行
な
ど
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
作

品
は
社
会
に
害
を
与
え
る
「
毒
草
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
す
べ
て
の
創
作
活
動
を
禁
じ
ら
れ
た
。

　

当
時
、
豊
子
愷
の
主
要
な
罪
状
と
さ
れ
た
の
は
、
民
国
期
お
よ
び
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
期
（
一
九
五
六
―
一
九
五
七
）
の
作
品
や

活
動
に
見
ら
れ
る
個
人
主
義
や
閑
適
主
義
、
そ
し
て
生
涯
を
通
じ
て
の
仏
教
信
仰
で
あ
る
。
紅
衛
兵
に
よ
る
突
然
の
襲
撃
や
家
宅
捜
索

が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
中
、
仏
教
お
よ
び
儒
教
的
要
素
の
強
い
『
護
生
画
集
』
の
作
成
を
続
け
る
こ
と
は
、
豊
子
愷
本
人
の
み
な

ら
ず
、
家
族
の
命
に
も
関
わ
る
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
。

　

豊
は
な
ぜ
、
そ
れ
程
ま
で
し
て
『
護
生
画
集
』
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
論
で
は
、
新
中
国
に
お
い
て
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毛
沢
東
の
「
文
芸
講
話
」
路
線
が
文
学
、
芸
術
に
対
す
る
国
家
的
指
導
方
針
と
し
て
確
立
し
て
い
く
中
、
そ
れ
に
全
面
的
に
反
す
る

『
護
生
画
集
』
を
作
成
す
る
過
程
で
、
豊
子
愷
が
何
を
考
え
、
ど
う
行
動
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
文
芸
講
話
」

路
線
に
お
け
る
、
当
時
の
知
識
人
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
を
も
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
．『
護
生
画
集
』
第
四
集
（
一
九
六
〇
年
作
成
）

（
一
）
作
成
経
緯

　
『
護
生
画
集
』
第
四
集
は
、
一
九
六
一
年
初
頭
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
出
版
さ
れ
た
。
同
集
の
序
文
に
は
、
出
版
責
任
者
で
あ
る
広こ
う

洽こ
う

法
師
（
一
九
〇
〇
―
一
九
九（

3
）

四
）
の
名
前
で
、
作
成
経
緯
に
関
す
る
説
明
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
序
文
は
実
は
、
豊
子
愷

が
あ
る
意
図
を
も
っ
て
起
草
し
た
も
の
で
、
実
際
の
経
緯
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
豊
子
愷
は
何
故
そ
の
よ
う
な
形
で
、
虚
偽
の

説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
広
洽
法
師
宛
て
の
豊
子
愷
の
書
簡
を
中
心
に
、
建
国
後
の
豊
の
状
況
や

実
際
の
作
成
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　

ま
ず
建
国
後
の
豊
子
愷
で
あ
る
が
、
他
の
多
く
の
作
家
や
芸
術
家
と
同
様
に
、
創
作
活
動
の
比
重
が
著
し
く
減
少
し
、
多
く
の
時
を

日
本
語
や
ロ
シ
ア
語
の
翻
訳
に
費
や
す
よ
う
に
な
っ（

4
）
た
。

　

豊
子
愷
は
一
九
五
一
年
五
月
に
友
人
の
夏
宗
禹
に
宛
て
た
書
簡
で
、
自
分
は
も
は
や
絵
に
も
文
学
に
も
興
味
が
な
く
、
現
在
の
中
国

に
最
も
必
要
な
の
は
ソ
連
の
文
化
と
音
楽
な
の
で
、
今
後
は
ロ
シ
ア
文
学
と
音
楽
を
専
門
に
し
、
老
後
は
「
人
民
に
奉
仕
し
た
い
」
と

記
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
で
、
豊
は
ま
た
、
同
年
三
月
二
五
日
付
『
人
民
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
王
朝
聞
の
「
我
々
に
は
児
童
を
描

い
た
絵
が
必
要
で
あ
る

―
『
子
愷
画
集
』
再
読
所
感
」
に
つ
い
て
言
及
し
、「
彼
ら
は
今
ま
で
に
二
回
手
紙
を
寄
越
し
、
絵
を
新
聞

に
投
稿
す
る
よ
う
に
依
頼
し
て
き
た
が
、
す
べ
て
謝
絶
し
た
。（
中
略
）
私
は
絶
対
に
絵
を
描
か
な
い
」
と
も
述
べ
て
い（

5
）

る
。
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豊
子
愷
が
こ
れ
程
ま
で
頑
な
に
創
作
活
動
を
拒
ん
だ
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
豊
が
建
国
初
期
に
「
左
派
人
士
」
か
ら
受
け
た
批

判
を
紹
介
し
た
い
。
豊
子
愷
は
、
一
人
の
人
間
が
一
群
の
羊
を
連
れ
て
歩
く
絵
に
対
し
て
、
実
際
に
は
先
頭
の
羊
一
匹
だ
け
を
連
れ
て

歩
け
ば
、
他
の
羊
は
自
然
と
つ
い
て
く
る
の
で
、
そ
の
絵
は
事
実
を
描
い
て
い
な
い
と
批
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
左

派
人
士
」
ら
は
、
豊
子
愷
の
こ
の
発
言
は
、
暗
に
「
我
々
に
共
産
党
の
指
導
は
不
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
豊
を
激

し
く
批
判
し
た
と
い（

6
）
う
。

　

豊
子
愷
は
当
時
、
極
め
て
少
数
の
随
筆
と
漫
画
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
共
産
党
や
新
中
国
を
賛
美
す
る
内
容
で
あ

る
。
一
九
三
〇
年
代
、
豊
は
旧
中
国
の
悪
弊
を
諷
刺
す
る
作
品
を
大
量
に
描
い
た
が
、
建
国
後
の
作
品
の
中
に
は
同
じ
テ
ー
マ
で
新
中

国
を
理
想
的
に
描
き
、
新
旧
二
作
を
対
照
的
に
表
示
す
る
「
今
昔
シ
リ
ー
ズ
」
が
あ
る
。
戦
前
に
、
上
海
の
孤
児
“
三さ
ん

毛ま
お

”
を
主
人
公

に
し
た
漫
画
で
人
気
を
博
し
た
張
楽
平
に
も
、
同
様
な
「
今
昔
シ
リ
ー
ズ
」
が
あ
る
。
豊
子
愷
や
張
楽
平
の
描
く
新
中
国
は
、
い
ず
れ

も
現
実
の
そ
れ
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
当
局
か
ら
の
指
示
に
基
づ
き
、
大
衆
へ
の
宣
伝
意
図
を
も
っ
て
描
か

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な（

7
）
い
。

　

一
九
五
六
年
六
月
、
中
共
中
央
宣
伝
部
長
の
陸
定
一
に
よ
る
「
百
花
斉
放
、
百
家
争
鳴
（
以
下
、
双
百
）」
の
提
唱
後
、
中
国
文
芸
界

は
一
時
的
に
自
由
化
の
傾
向
を
見
せ
た
。
こ
の
時
期
、
豊
子
愷
も
双
百
の
精
神
「
多
様
統
一
（
多
様
性
が
あ
り
、
統
一
性
が
あ
る
）」
を

評
価
し
、
建
国
以
前
の
中
国
文
化
界
は
「
多
様
而
不
統
一
（
多
様
性
は
あ
る
が
、
統
一
性
が
な
い
）」
状
態
で
、
建
国
直
後
は
「
統
一
而

不
多
様
（
統
一
性
は
あ
る
が
、
多
様
性
は
な
い
）」
状
態
で
あ
っ
た
と
批
判
し（

8
）
た
。

　

双
百
の
反
動
か
ら
、
翌
五
七
年
六
月
に
は
反
右
派
闘
争
が
展
開
さ
れ
、
豊
子
愷
を
含
む
、
多
く
の
作
家
が
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
反
右
派
闘
争
の
頃
か
ら
、
豊
子
愷
の
言
動
は
以
前
よ
り
も
慎
重
な
も
の
に
な
り
、
広
洽
法
師
を
通
じ
て
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
の

書
画
の
依
頼
に
も
、
政
治
思
想
的
に
問
題
の
な
い
も
の
だ
け
に
制
限
し
て
い（

9
）

る
。
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こ
の
頃
か
ら
、
国
家
に
よ
る
宗
教
の
管
理
、
統
制
も
厳
重
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
豊
子
愷
が
広
洽
法
師
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
、

当
時
の
中
国
仏
教
界
の
様
子
を
見
て
み
た
い
。
一
九
四
九
年
の
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
要
や
一
九
五
四
年
制
定
の
憲
法
に

よ
っ
て
、
建
国
当
初
は
宗
教
信
仰
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
豊
子
愷
の
一
九
五
五
年
六
月
の
書
簡
に
も
、
杭
州
や
上
海
の
名
刹
が

政
府
に
よ
っ
て
修
築
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い（

10
）

る
。

　

し
か
し
、
一
九
五
五
年
秋
以
降
の
書
簡
で
は
、
国
内
の
僧
侶
の
ほ
と
ん
ど
が
政
治
学
習
や
会
議
へ
の
参
加
を
強
制
さ
れ
、
寺
院
で
修

行
す
る
者
は
非
常
に
減
少
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い（

11
）

る
。
こ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
宗
教
界
へ
の
干
渉
は
次
第
に
深
刻
化
し
、
信
教
の
自
由

は
大
躍
進
以
降
、
さ
ら
に
侵
害
さ
れ
て
い
く
の
で
あ（

12
）

る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
、
豊
子
愷
は
広
洽
法
師
に
宛
て
た
一
九
六
〇
年
八
月
の
書
簡
で
、『
護
生
画
集
』
第
四
集
を
作
成
す
る
意
図
は
あ

る
が
、
出
版
が
困
難
な
の
で
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
そ
の
原
因
は
甚
だ
複
雑
な
の
で
詳
述
し
な
い
が
、
了
承
し
て
欲
し
い
と

述
べ
て
い（

13
）
る
。
当
時
の
国
内
情
勢
か
ら
推
察
す
る
に
、
そ
の
理
由
と
し
て
当
時
の
宗
教
お
よ
び
文
芸
に
対
す
る
干
渉
や
統
制
、
印
刷
出

版
の
た
め
の
用
紙
や
費
用
の
不
足
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
一
九
六
一
年
四
月
の
豊
子
愷
の
書
簡
に
も
、
国
内
で
は
紙
不
足
が
ひ
ど
く
、

政
治
に
関
す
る
書
籍
以
外
の
重
版
は
極
め
て
稀
だ
と
記
さ
れ
て
い（

14
）
る
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
要
因
と
し
て
は
、
当
時
の
豊
子
愷
の
政
治
的
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。
豊
子
愷
は
、
一
九
四
九
年
七
月
に
中
華
全
国

文
芸
界
代
表
大
会
の
代
表
に
選
ば
れ
て
以
来
、
上
海
市
文
芸
代
表
と
し
て
、
政
治
へ
の
参
加
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
対
外
的
役
職
も
増

え
、
一
九
五
三
年
に
は
上
海
市
文
史
研
究
館
の
館
務
委
員
、
五
四
年
に
は
中
国
美
術
家
協
会
常
務
理
事
お
よ
び
上
海
美
術
家
協
会
副
主

席
、
五
七
年
に
は
上
海
市
政
治
協
商
委
員
お
よ
び
上
海
市
外
国
文
学
言
語
学
会
理
事
に
選
出
さ
れ
た
。
一
九
五
八
年
に
は
第
三
回
全
国

政
治
協
商
会
議
委
員
と
な
り
、
翌
二
年
間
は
北
京
で
の
全
国
会
議
に
も
出
席
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
六
〇
年
六
、
七
月
に
は
上
海
中
国

画
院
院
長
、
中
国
対
外
文
化
協
会
上
海
分
会
副
会
長
に
任
命
さ
れ
た
。
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前
述
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
は
一
九
六
〇
年
八
月
の
書
簡
で
、『
護
生
画
集
』
第
四
集
作
成
の
困
難
さ
を
訴
え
た
が
、
同
年
九
月
の
書

簡
に
は
『
護
生
画
集
』
第
四
集
の
題
詞
を
上
海
在
住
の
居
士
、
朱
幼（

15
）

蘭
に
書
い
て
も
ら
う
よ
う
に
決
定
し
た
旨
と
、
同
集
に
対
す
る
広

洽
法
師
の
協
力
へ
の
感
謝
の
意
が
述
べ
ら
れ
て
い（

16
）

る
。
以
上
か
ら
、『
護
生
画
集
』
第
四
集
は
、
豊
子
愷
の
主
導
で
一
九
六
〇
年
秋
に

作
成
が
開
始
さ
れ
、
広
洽
法
師
の
支
持
と
援
助
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
第
四
集
の
作
成
経
緯
に
つ
い
て
、
本
節
冒
頭
で
述
べ
た
広
洽
法
師
の
序
文
に
は
、『
護
生
画
集
』
第
三
集
を
作
成
し
て
い

た
一
九
四
八
年
当
時
、
豊
子
愷
は
人
生
の
無
常
と
政
情
の
不
安
を
危
惧
し
、
広
洽
法
師
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
第
四
集
の
絵
を
作
成
し

て
、
随
時
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
送
る
の
で
、
代
わ
り
に
保
管
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
来
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
序
文
に
は
ま
た
、
弘

一
法
師
の
生
誕
八
〇
周
年
の
一
九
六
〇
年
に
、
そ
れ
ま
で
豊
子
愷
が
送
付
し
て
き
た
絵
を
数
え
る
と
丁
度
八
〇
枚
あ
っ
た
の
で
、『
護

生
画
集
』
第
四
集
を
作
成
し
た
と
も
記
さ
れ
て
い（

17
）
る
。

　

こ
の
序
文
は
、
広
洽
法
師
の
名
前
で
発
表
さ
れ
て
は
い
る
が
、
起
草
者
は
豊
子
愷
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、『
護
生
画
集
』
第
四
集

の
出
版
の
主
導
者
は
豊
子
愷
で
は
な
く
、
広
洽
法
師
で
あ
る
と
人
々
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
豊
子
愷
は
広
洽
法
師
に
宛
て
た

書
簡
で
も
、
対
外
的
に
は
同
集
は
自
分
で
は
な
く
、
広
洽
法
師
が
主
導
的
に
作
成
し
た
と
述
べ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い（

18
）
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
、
豊
子
愷
は
「
自
分
は
国
内
の
文
化
教
育
の
仕
事
に
責
務
が
あ
り
、
当
然
な
が
ら
、
ま
ず
社
会
主
義
の
革
命
、
建
設
に
関

す
る
書
物
を
著
述
す
べ
き
で
あ
っ
て
、『
護
生
画
集
』
を
優
先
し
て
、
し
か
も
海
外
で
出
版
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
」
か
ら
だ
と
述

べ
て
い（

19
）
る
。

　
『
護
生
画
集
』
第
四
集
を
、
海
外
在
住
の
広
洽
法
師
の
主
導
に
よ
る
と
見
せ
か
け
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
国
内
の
文
芸
お
よ
び
仏

教
へ
の
統
制
が
深
刻
化
す
る
中
、
文
芸
界
代
表
と
し
て
数
々
の
役
職
に
就
い
て
い
た
豊
子
愷
の
言
わ
ば
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
。
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（
二
）「
獣
面
人
心
」
と
「
人
面
獣
心
」

　
『
護
生
画
集
』
全
六
集
の
根
底
を
流
れ
る
の
は
、
豊
子
愷
が
中
国
社
会
に
一
貫
し
て
提
唱
し
続
け
た
「
護
心
思
想
」
で
あ
る
。「
護
心

思
想
」
と
は
、
す
べ
て
の
事
象
は
心
が
編
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
人
は
心
を
正
し
く
護
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

考
え
で
あ
る
。

　

以
下
、
そ
れ
に
加
え
て
『
護
生
画
集
』
第
四
集
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
題
材
に
関
し
て
、
次
の
二
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら

れ
る
。
第
一
は
全
八
〇
篇
の
う
ち
七
六
篇
が
動
植
物
の
話
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
豊
子
愷
の
自
作
の
詩
が
一
篇
も
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
豊
は
題
材
に
つ
い
て
、
多
く
は
古
書
か
ら
採
用
し
た
も
の
で
、
神
秘
的
で
不
可
思
議
な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
重
要

な
の
は
命
あ
る
も
の
を
愛
お
し
む
心
で
あ
っ
て
、
内
容
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
に
は
拘
泥
し
な
い
で
欲
し
い
と
述
べ
て
い（

20
）
る
。

　

第
四
集
で
は
動
植
物
へ
の
愛
情
を
題
材
に
、
慈
悲
仁
愛
の
心
の
重
要
性
お
よ
び
万
物
共
存
へ
の
願
い
が
表
現
さ
れ
た
作
品
が
多
い
。

こ
れ
は
上
述
の
「
護
心
思
想
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
三
集
す
べ
て
に
共
通
す
る
内
容
で
あ
る
。
第
四
集
に
特
徴
的
な
の

は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「
人
心
を
有
す
る
動
物
（
獣
面
人
心
）」
だ
け
で
は
な
く
、「
獣
心
を
有
す
る
人
間
（
人
面
獣
心
）」
を
も
題
材

に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

一
例
と
し
て
、「
四
―四
〇　

捨
身
追
盗
」
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
逸
話
で
は
、
程
と
い
う
名
の
長
官
の
家
に
強
盗
が
押
し
入
っ
た
際

に
、
切
り
殺
さ
れ
て
も
強
盗
を
銜
え
て
逃
さ
な
か
っ
た
飼
い
犬
と
、
長
官
を
裏
切
っ
た
下
僕
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
世
の
人
々

は
皆
、「
程
長
官
の
家
に
は
奇
異
な
も
の
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
人
面
獣
心
で
、
も
う
一
つ
は
獣
面
人
心
だ
」
と
話
し
た
と
い（

21
）
う
。

　

豊
は
ま
た
「
四
―七
二　

酷
刑
」
で
は
、
驢
馬
を
お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に
、
生
き
た
ま
ま
そ
の
肉
を
割
く
料
理
屋
の
話
を
題
材

に
、
人
間
は
自
己
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
残
忍
に
な
れ
る
の
か
と
、
人
々
に
問
い
か
け
て
い
る
の
で
あ（

22
）
る
。

　

第
四
集
の
こ
う
し
た
「
人
面
獣
心
」
を
題
材
と
し
た
作
品
は
、
何
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
集
後
記
で
豊
子
愷
は
、
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そ
れ
は
世
の
人
々
が
「
食
欲
を
貪
り
、
妄
り
に
殺
戮
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
の
願
い
か
ら
だ
と
述
べ
て
い（

23
）

る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
人
間
が
自
己
の
欲
望
の
た
め
だ
け
に
、
そ
れ
以
外
の
一
切
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
利
己
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
へ
の
戒
め
で
あ

る
。
こ
れ
は
人
類
に
対
す
る
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
当
時
の
中
国
社
会
へ
の
強
烈
な
警
告
で
も
あ
っ
た
。

二
．『
護
生
画
集
』
第
五
集
（
一
九
六
五
年
作
成
）

（
一
）
作
成
経
緯

　
『
護
生
画
集
』
第
五
集
は
一
九
六
五
年
秋
、
第
四
集
と
同
じ
く
広
洽
法
師
の
支
援
の
下
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
出
版
さ
れ
た
。
同
集
は

本
来
な
ら
ば
、
弘
一
法
師
の
生
誕
九
〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
五
年
も
早
く
出
版
さ
れ
た

の
は
、『
護
生
画
集
』
が
未
完
に
終
わ
る
こ
と
を
広
洽
法
師
や
中
国
内
外
の
仏
教
徒
、
そ
し
て
誰
よ
り
も
豊
子
愷
自
身
が
恐
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
時
の
豊
子
愷
の
健
康
状
態
や
中
国
の
国
内
情
勢
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、『
護
生
画

集
』
第
五
集
作
成
時
の
豊
子
愷
を
め
ぐ
る
状
況
な
ど
、
第
五
集
の
出
版
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

一
九
六
四
年
九
月
、
豊
子
愷
は
広
洽
法
師
へ
の
書
簡
で
『
護
生
画
集
』
第
五
集
を
一
九
七
〇
年
以
前
に
作
成
す
る
意
思
を
伝
え
た
。

こ
の
段
階
で
、
豊
は
既
に
第
五
集
の
構
想
を
た
て
て
お
り
、
ま
た
題
詞
の
書
写
は
北
京
在
住
の
仏
教
学
者
、
虞
愚
（
一
九
〇
九
―

一
九
八（

24
）

九
）
が
担
当
す
る
こ
と
も
決
ま
っ
て
い（

25
）
た
。

　

一
九
六
五
年
六
月
、
豊
子
愷
は
題
詞
の
原
稿
を
完
成
さ
せ
、
北
京
の
虞
愚
に
送
付
し（

26
）
た
。
七
月
か
ら
は
、
絵
の
作
成
を
開
始（

27
）
し
、
八

月
に
は
完
成
し
た
絵
と
題
詞
を
広
洽
法
師
に
送
付
し（

28
）
た
。
尚
、
同
集
は
香
港
で
印
刷
さ
れ
、
う
ち
約
九
〇
冊
を
豊
子
愷
が
受
け
取
り
、

残
り
は
す
べ
て
広
洽
法
師
に
寄
送
し（

29
）
た
。
豊
子
愷
は
第
五
集
の
作
成
当
初
か
ら
、
香
港
で
の
印
刷
を
提
案
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
印
刷

業
界
へ
の
制
限
が
上
海
で
は
非
常
に
厳
し
か
っ
た
た
め
で
あ（

30
）

る
。
一
九
六
〇
年
以
降
、
中
国
で
は
出
版
物
に
対
す
る
検
閲
が
強
化
さ
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れ
、
印
刷
物
資
も
著
し
く
不
足
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
豊
子
愷
が
『
護
生
画
集
』
の
作
成
を
急
い
だ
理
由
の
一
つ
に
、
当
時
の
豊
の
健
康
状
態
が
あ
る
。
一
九
五
四
年
に
肺
病
と
胸

膜
炎
で
入
院
し
て
以
来
、
豊
子
愷
の
健
康
状
態
は
基
本
的
に
優
れ
ず
、
気
管
支
炎
や
低
血
圧
、
神
経
痛
な
ど
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。

広
洽
法
師
は
こ
れ
を
気
遣
い
、
し
ば
し
ば
外
国
製
の
薬
品
や
栄
養
補
助
食
品
な
ど
を
送
り
届
け
た
。
特
に
低
血
圧
と
貧
血
が
ひ
ど
く
、

豊
は
時
に
眩
暈
や
、
筆
を
持
て
な
い
程
の
指
の
震
え
に
も
悩
ま
さ
れ
て
い（

31
）
た
。

　

次
に
、
豊
子
愷
が
当
時
お
か
れ
て
い
た
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
反
右
派
闘
争
後
に
は
出
版
物
に
対
す

る
全
面
的
な
検
閲
や
統
制
が
始
ま
り
、
豊
の
言
動
も
慎
重
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
の
冬
以
降
、
経
済
調
整
期
に
入

る
と
、
文
芸
学
術
界
に
も
再
び
比
較
的
自
由
な
雰
囲
気
が
生
じ
た
。
そ
の
傾
向
は
、
一
九
六
二
年
四
月
に
中
共
中
央
宣
伝
部
が
国
家
主

席
の
劉
少
奇
の
名
前
で
「
文
芸
八
条
」
を
下
達
す
る
と
、
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。
同
第
一
条
で
は
双
百
方
針
の
貫
徹
と
執
行
が
宣
言
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
豊
子
愷
は
一
九
六
二
年
五
月
の
上
海
市
第
二
次
文
学
芸
術
工
作
者
代
表
大
会
で
、
双
百
に
つ
い
て
「
そ
の
花

が
よ
い
香
り
の
花
で
、
咲
く
べ
き
花
だ
と
認
め
た
の
な
ら
ば
、
花
自
身
に
成
長
さ
せ
る
の
が
一
番
よ
い
。
そ
の
花
が
成
長
す
る
の
を

“
手
伝
う
”
べ
き
で
は
な
く
、
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
豊
は
続
け
て
、
盆
栽
と
垣
根
の
剪
定
を
例
に
、
強
制
的
に
型
に

は
め
る
こ
と
や
、
す
べ
て
を
一
律
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
抗
議
の
意
を
表
し（

32
）
た
。
こ
れ
ら
の
発
言
が
、
文
革
期
に
は
自
ら
に
対
す
る

攻
撃
要
因
に
な
ろ
う
と
は
、
当
時
の
豊
に
は
予
期
だ
に
せ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

同
年
八
月
、
豊
子
愷
は
ま
た
、
飼
い
猫
を
題
材
に
随
筆
「
阿
咪
」
を
書
い
た
。
こ
の
作
品
は
発
表
当
時
、
毛
沢
東
を
攻
撃
す
る
「
毒

草
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
作
中
の
猫
（
阿
咪
）
の
綽
名
「
猫
伯
伯
（M

ao bobo

）」
が
、
毛
沢
東
に
対
す
る
敬
称
「
毛
伯
伯

（M
ao bobo

）」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
毛
沢
東
に
対
す
る
「
影
射
（
あ
て
こ
す
り
）」
と
さ
れ
た
た
め
で
あ（

33
）

る
。
当
時
は
出
版
社
内
で
の
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「
消
毒
」
だ
け
で
収
ま
り
、
そ
の
後
の
豊
子
愷
の
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
文
革
期
に
は
豊

に
対
す
る
批
判
攻
撃
の
重
大
要
因
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
は
実
は
そ
れ
以
上
に
、
共
産
党
の
文
芸
政
策
に
対
す
る
豊
子
愷
の
批
判
と
抗
議
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

作
品
で
豊
は
、
前
か
ら
愛
猫
を
題
材
に
文
章
を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
文
章
は
「
世
間
の
道
理
に
も
人
の
感
情
に
も
無

益
」
な
の
で
執
筆
を
諦
め
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
は
「
向
こ
う
見
ず
に
も
筆
を
執
っ
て
、
世
間
や
他
人
に
は
構
わ
な
い
こ
と
に
し

た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
た
と
え
鼠
を
と
ら
な
い
猫
で
も
人
生
に
功
績
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
私
が
今
、
猫
の
こ
と
を
書
い
て
も
、
お

そ
ら
く
非
難
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い（

34
）

る
。

　

こ
れ
は
、
文
学
や
芸
術
を
政
策
宣
伝
の
た
め
の
道
具
と
考
え
る
共
産
党
へ
の
真
正
面
か
ら
の
反
論
で
あ
る
。
当
時
、
豊
子
愷
が
こ
の

よ
う
な
文
章
を
書
け
た
の
は
、
文
芸
界
に
「
文
芸
八
条
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
反
右
派
闘
争
で
の
批
判
を
経
た
後
に
尚
、
こ
れ
程
ま
で
に
強
烈
な
抗
議
文
が
書
け
た
の
は
、
豊
子
愷
の
抵
抗
精

神
が
何
者
に
も
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
従
前
ど
お
り
保
た
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
文
芸
界
は
、
一
九
六
三
年
一
二
月
に
毛
沢
東
が
整
風
を
指
示
す
る
ま
で
は
、
比
較
的
自
由
な
状
態
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

翌
六
四
年
の
春
に
は
、
文
化
革
命
五
人
小
組
が
組
織
さ
れ
る
な
ど
、
状
況
は
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
上
海
文
芸
界
の
代
表
的
な
立

場
に
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
批
判
を
受
け
て
い
た
豊
子
愷
は
無
論
、
早
く
か
ら
こ
う
し
た
変
化
に
気
付
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

国
内
の
政
治
的
状
況
に
関
し
て
、
豊
子
愷
は
広
洽
法
師
に
は
何
も
伝
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
広
洽
法
師
は
一
九
六
五
年
冬
に
一
ヶ
月

程
、
中
国
に
帰
国
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
状
況
を
把
握
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
豊
子
愷
と
広
洽
法
師
が
『
護
生
画

集
』
第
五
集
の
作
成
を
急
い
だ
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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（
二
）
中
国
共
産
党
に
対
す
る
批
判
と
抗
議

　
『
護
生
画
集
』
第
五
集
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
四
集
と
同
様
に
、
衆
生
平
等
と
そ
れ
に
基
づ
く
放
生
戒
殺
、
動
物
に
ま
つ
わ
る
不
思
議

な
話
な
ど
を
題
材
に
、
生
命
や
自
然
へ
の
賛
美
、
万
物
に
内
在
す
る
仏
性
へ
の
敬
意
、
そ
し
て
そ
れ
と
相
反
す
る
人
間
の
傲
慢
さ
や
残

酷
さ
へ
の
批
判
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
五
集
の
特
徴
と
し
て
は
、
共
産
党
へ
の
批
判
と
抗
議
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
が
挙
げ
ら
れ

る
。
特
に
、
第
八
八
幅
か
ら
第
九
〇
幅
ま
で
の
最
後
の
三
幅
で
は
、
そ
れ
ら
に
配
さ
れ
た
豊
子
愷
の
題
詞
の
あ
ま
り
に
直
接
的
な
表
現

に
驚
か
さ
れ
る
。

　

ま
ず
「
五
―八
八　

大
魚
啖
小
魚　

小
魚
啖
蝦
蛆
」
で
は
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
生
物
は
不
公
平
で
、
弱
肉
強
食
の
状
態
に
置
か
れ

て
い
る
と
し
て
、
さ
ら
に
「
苛
酷
な
政
治
の
恐
ろ
し
さ
は
、
刀
よ
り
も
ひ
ど
い
。
禽
獣
に
思
い
を
及
ば
せ
な
が
ら
、
人
を
顧
み
ぬ
こ
と

が
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い（

35
）
る
。
ま
た
「
五
―八
九　

月
子
彎
彎
照
九
州　

我
家
歓
笑
万
家
愁
」
で
も
、
豊
子
愷
は
こ
の
世
は
不
平
等

な
弱
肉
強
食
の
世
界
で
、
遥
か
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
は
悲
嘆
と
、
不
公
平
に
対
す
る
怒
り
や
不
満
の
声
だ
と
述
べ
て
い
る
。
豊

は
続
け
て
、
こ
の
世
の
貧
富
と
苦
楽
の
差
は
激
し
く
、
水
火
の
苦
し
み
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
述
べ
、「
大
宝
筏
（
仏
法
）」
で
衆
生
を
こ

の
煩
悩
の
世
界
か
ら
救
い
出
し
、
彼
岸
に
送
り
届
け
た
い
と
言（

36
）
う
。
こ
れ
ら
二
篇
か
ら
、
当
時
の
中
国
で
頻
繁
に
見
ら
れ
た
、
特
権
階

級
に
よ
る
搾
取
と
不
平
等
、
政
治
的
統
制
と
粛
清
、
そ
し
て
そ
の
根
幹
に
あ
る
中
国
共
産
党
の
腐
敗
に
対
す
る
豊
子
愷
の
強
い
怒
り
と

抗
議
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

次
に
、
第
五
集
の
最
終
篇
「
五
―九
〇　

延
年
益
寿
」
で
は
、
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
鶴
と
松
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
配
さ
れ
た

豊
子
愷
の
詩
に
は
「
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
す
。
誰
が
不
死
を
得
ら
れ
よ
う
か
。
未
だ
死
せ
ざ
る
時
に
は
殺
生
を
加
え
る
な
か
れ
。
自

ら
生
ま
れ
、
自
ら
死
す
の
は
、
天
地
の
常
で
あ
る
。
万
物
が
そ
の
寿
命
を
全
う
す
る
の
は
、
繁
栄
し
た
平
和
な
世
の
喜
び
で
あ
る
」
と

謳
わ
れ
て
い（

37
）

る
。

東洋法学　第57巻第 2号（2014年 1 月）

155



　

こ
の
詩
か
ら
は
、
生
あ
る
す
べ
て
の
物
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
生
を
全
う
す
べ
き
で
あ
り
、
何
人
も
そ
れ
を
遮
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
、
豊
子
愷
の
強
い
主
張
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
豊
子
愷
の
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
、
そ
し
て
す
べ
て
の
生
物
に
は

皆
、
天
与
の
平
等
な
生
き
る
義
務
と
権
利
が
あ
る
と
い
う
思
想
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
清
代
以
降
の
「
自
他
相
互
の
生
存
を
認
め
あ

う
、
い
わ
ば
生
存
権
を
内
包
し
た
相
互
関
係
的
な
仁
」
を
連
想
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
同
時
代
の
戴
震
は
「
自
分
の
生
を
遂
げ
よ
う
と
欲

す
る
と
同
時
に
人
に
そ
の
生
を
遂
げ
さ
せ
る
の
が
仁
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
五
―九
〇　

延
年
益
寿
」
の
豊
子
愷
の
題
詞
の
内
容

は
、
こ
の
清
代
以
降
の
「
仁
」
思
想
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。

　
「
仁
」
と
い
う
思
想
、
そ
れ
自
体
は
清
代
以
前
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
代
以
降
は
従
来
の
「
仁
」
思
想
に
加
え

て
、「
生
存
欲
と
生
存
欲
の
間
の
対
立
を
相
互
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
種
の
社
会
調
和
原
理
が
伏
在
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
、
明
末
清
初
以
降
の
中
国
社
会
に
お
い
て
、
生
存
欲
や
私
有
欲
が
普
遍
的
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ（

38
）
る
。

　

豊
子
愷
が
『
護
生
画
集
』
第
五
集
の
最
終
篇
に
お
い
て
、
生
存
権
を
含
ん
だ
「
仁
」
を
提
唱
し
た
の
も
、
当
時
、
人
間
の
際
限
な
き

生
存
欲
と
私
有
欲
を
目
の
当
た
り
に
し
た
か
ら
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
豊
子
愷
は
第
五
集
の
最
終
篇
で
、
生
存
を
含
む
、

す
べ
て
の
個
人
の
自
由
と
権
利
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
権
力
で
蹂
躙
す
る
の
は
人
間
と
し
て
許
さ
れ
ざ
る
行
為
だ
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

三
．『
護
生
画
集
』
第
六
集
（
一
九
七
三
年
作
成
）

（
一
）
作
成
経
緯

　
『
護
生
画
集
』
最
終
集
の
第
六
集
は
、
第
五
集
出
版
か
ら
一
四
年
後
の
一
九
七
九
年
に
香
港
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
中
国
で
は

文
革
が
起
こ
り
、
海
外
と
の
連
絡
も
途
絶
え
が
ち
と
な
っ
た
。
豊
子
愷
も
批
判
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
、
作
品
は
「
毒
草
」「
黒
画
」
と
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し
て
、
他
人
へ
の
販
売
や
譲
渡
は
無
論
の
こ
と
、
作
成
自
体
が
禁
止
さ
れ
た
。
豊
子
愷
は
上
海
近
郊
の
農
村
へ
の
下
放
の
後
、

一
九
七
二
年
末
に
は
一
時
「
解
放
」
さ
れ
る
が
、
翌
年
に
は
再
び
批
判
対
象
と
さ
れ
、
正
式
な
名
誉
回
復
を
受
け
な
い
ま
ま
、

一
九
七
五
年
に
肺
癌
に
よ
り
死
去
し（

39
）
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
豊
子
愷
は
『
護
生
画
集
』
第
六
集
を
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
娘
の
豊
一
吟
に
よ

る
と
、
第
六
集
は
一
九
七
三
年
に
作
成
さ
れ
、
題
詞
の
書
写
を
担
当
し
た
朱
幼
蘭
が
保
管
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
豊
子
愷
の
納
骨
儀
式

に
参
列
す
る
た
め
に
、
一
九
七
九
年
に
一
時
帰
国
し
た
広
洽
法
師
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
持
ち
帰
り
、
香
港
で
出
版
し（

40
）

た
。

　

豊
子
愷
が
広
洽
法
師
や
息
子
の
豊
新
枚
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
同
集
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
正
確
な
作
成
状
況
は
現
段

階
で
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
書
簡
に
よ
る
と
、
豊
子
愷
は
一
九
七
一
年
六
月
頃
か
ら
『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
と
い
う
日
本
語
の
仏

教
解
釈
書
の
翻
訳
を
秘
密
裏
に
行
い
、
一
九
七
二
年
末
に
は
一
時
帰
国
中
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
に
託
し
て
、
そ
の
完
成
原
稿
を
広
洽

法
師
に
渡
し
て
い
る
。
も
し
も
、
こ
の
時
期
ま
で
に
『
護
生
画
集
』
第
六
集
も
完
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
豊
は
恐
ら
く
そ
れ
も
共
に
渡

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
護
生
画
集
』
の
作
成
は
こ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
文
革
期
の
豊
子
愷
の
状
況

を
ま
じ
え
な
が
ら
、『
護
生
画
集
』
第
六
集
の
作
成
経
緯
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
豊
子
愷
の
発
言
や
作
品
は
文
革
以
前
か
ら
既
に
何
度
か
批
判
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判

は
、『
護
生
画
集
』
に
も
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
豊
子
愷
は
一
九
六
六
年
初
頭
に
、『
護
生
画
集
』
は
「
四
害
除
去
運（

41
）
動
」
に
反
す
る

と
の
理
由
か
ら
、
人
に
寄
贈
し
な
い
よ
う
に
と
の
忠
告
を
受
け
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
香
港
で
印
刷
し
た
『
護
生
画
集
』
第
五
集

の
う
ち
、
豊
子
愷
は
約
九
〇
冊
を
受
け
取
り
、
残
り
は
広
洽
法
師
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
保
管
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
実
は
こ
の
忠
告
が

原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
豊
子
愷
は
当
時
、
事
態
を
ま
だ
そ
れ
程
、
深
刻
に
受
け
と
め
て
は
お
ら
ず
、
九
〇
冊
程
度
を
家
に
残
し
て
お

い
て
、
友
人
や
知
人
に
配
っ
て
も
別
に
問
題
は
あ
る
ま
い
と
考
え
て
い（

42
）

た
。
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し
か
し
、
文
革
の
進
展
と
と
も
に
事
態
は
急
展
開
し
た
。
宗
教
に
対
す
る
批
判
や
攻
撃
は
激
し
さ
を
増
し
、
宗
教
施
設
は
破
壊
さ

れ
、
宗
教
活
動
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ（

43
）

た
。
仏
教
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
大
躍
進
以
降
、
寺
院
は
閉
鎖
さ
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
外

賓
に
対
す
る
仏
教
儀
式
を
除
い
て
は
、
一
般
の
中
国
人
に
対
す
る
葬
儀
も
含
め
て
、
す
べ
て
禁
止
さ
れ（

44
）

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、

『
護
生
画
集
』
も
危
険
書
籍
と
さ
れ（

45
）

た
。
そ
の
た
め
、
豊
子
愷
は
当
局
に
よ
る
書
簡
の
検
閲
を
前
提
と
し
た
上
で
、『
護
生
画
集
』
に
つ

い
て
、
広
洽
法
師
に
故
意
に
虚
偽
の
書
簡
を
送
り
、『
護
生
画
集
』
第
五
集
の
絵
は
二
〇
年
前
に
送
っ
た
も
の
で
、
内
容
的
に
現
在
と

は
相
容
れ
な
い
の
で
、
原
稿
は
保
存
し
な
い
で
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い（

46
）

る
。

　

文
革
期
に
は
、
豊
子
愷
は
上
海
市
の
十
大
重
点
批
判
闘
争
対
象
の
一
人
と
さ
れ
、「
反
動
学
術
権
威
」「
反
革
命
黒
画
家
」「
反
共
老

手
」「
漏
網
大
右
派
」
な
ど
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
。
そ
の
主
た
る
批
判
理
由
は
、
豊
子
愷
の
漫
画
や
随
筆
が
、
共
産
党
の
政
策
や

毛
沢
東
の
革
命
文
芸
路
線
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
に
描
か
れ
た
イ
ラ
ス
ト
「
船
里
看
春
景
」
は
、
三
面
紅
旗
へ
の
批
判
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
作
品

は
、
人
々
が
船
中
か
ら
春
景
色
を
楽
し
む
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、
水
面
に
は
川
沿
い
の
桃
花
が
映
っ
て
い
る
。
こ
の
桃
の
木
の
枝
が

三
本
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
近
く
に
「
人
民
公
社
は
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
看
板
が
描
か
れ
て
い
た
た
め
、
豊
は
人
民
公
社
を
水
中
に

映
っ
た
桃
花
の
よ
う
な
空
虚
な
存
在
と
見
な
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ（

47
）

た
。
ま
た
、
前
述
の
愛
猫
「
猫
伯
伯
」
に
つ
い
て
の
随
筆
は
、
毛

沢
東
を
攻
撃
す
る
「
大
毒
草
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
客
観
的
に
は
決
し
て
「
影
射
（
あ
て
こ
す
り
）」
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
作
品
が

次
々
と
「
影
射
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
批
判
攻
撃
の
理
由
と
な
っ（

48
）

た
。
そ
の
他
に
は
、
戦
前
や
戦
時
下
に
作
成
し
た
反
戦
論
的
作
品
や

『
護
生
画
集
』
な
ど
が
罪
状
と
さ
れ（

49
）
た
。

　

当
時
、
豊
子
愷
は
中
国
画
院
院
長
の
職
に
あ
っ
た
た
め
、
文
革
直
後
は
主
と
し
て
画
院
で
審
査
な
ど
を
受
け
た
。
一
九
六
七
年
か
ら

は
、
画
院
の
「
牛
棚
（
軟
禁
室
）」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
批
判
対
象
の
中
心
人
物
と
し
て
激
し
い
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
。
同
夏
に
は
、
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豊
子
愷
だ
け
を
集
中
的
に
批
判
攻
撃
す
る
た
め
の
大
会
が
開
か
れ
、
豊
の
罪
状
だ
け
を
連
ね
た
冊
子
も
出
版
さ
れ（

50
）

た
。

　

他
の
知
識
人
と
同
じ
く
、
自
宅
は
紅
衛
兵
に
よ
っ
て
捜
索
、
占
拠
さ
れ
、
金
品
や
絵
画
、
書
籍
、
電
化
製
品
な
ど
が
没
収
さ
れ
た
。

ま
た
、
一
九
六
九
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
上
海
市
郊
外
の
港
口
曹
行
人
民
公
社
大
隊
に
下
放
さ
れ（

51
）
た
。
一
九
六
九
年
に
は
社
会
も

少
し
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、「
解
放
」
さ
れ
る
知
識
人
も
増
え
て
き
た
。
し
か
し
、
豊
子
愷
は
巴
金
や
周
信
芳
と
並
ん
で
、
張
春
橋

に
よ
る
三
大
攻
撃
対
象
の
ま
ま
で
あ
っ（

52
）
た
。
画
院
の
未
解
放
者
か
ら
は
自
殺
者
も
現
れ
、
豊
子
愷
に
つ
い
て
も
自
殺
の
噂
が
流
れ
た
と

い（
53
）

う
。

　

こ
の
よ
う
な
苛
酷
な
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
、
豊
子
愷
は
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
達
観
の
境
地
に
到
達
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
豊
一

吟
の
回
想
に
よ
る
と
、
文
革
開
始
直
後
は
豊
子
愷
も
状
況
が
理
解
で
き
ず
、
闘
争
集
会
の
後
に
は
、
常
に
か
な
り
緊
迫
し
た
表
情
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
豊
子
愷
は
あ
る
日
を
境
に
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
の
様
子
を
、
豊
一
吟
は
次
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

　
　

あ
る
日
の
昼
、
帰
宅
し
た
父
の
顔
は
異
常
な
憂
い
に
満
ち
て
い
た
。
数
十
年
来
、
父
は
食
事
の
際
に
は
必
ず
お
酒
を
飲
ん
で
い
た

が
、
そ
れ
が
禁
じ
ら
れ
て
既
に
も
う
何
日
も
過
ぎ
て
い
た
。
こ
の
日
、
父
は
食
卓
に
座
っ
て
も
一
言
も
話
さ
な
か
っ
た
。
私
は
父

に
ご
飯
を
運
ん
だ
が
、
父
は
そ
れ
を
わ
き
に
押
し
や
る
と
、
い
つ
に
な
く
お
酒
を
求
め
た
。
母
は
事
が
起
こ
る
の
を
恐
れ
、
私
に

少
な
め
に
注
が
せ
た
。
父
は
コ
ッ
プ
を
持
ち
上
げ
る
と
、
眉
を
顰
め
、
長
い
時
間
の
後
、
突
然
ま
た
お
酒
を
止
め
、
箸
を
投
げ

た
。（
中
略
）「
奴
ら
は
、
私
が
反
党
反
社
会
主
義
だ
と
、
無
理
に
も
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
そ
れ
を
認
め
な
け
れ

ば
、
大
規
模
な
群
集
大
会
を
開
い
て
、
批
判
攻
撃
す
る
と
言
う
の
だ
。
…
…
私
は
本
当
に
党
を
熱
愛
し
、
新
中
国
を
熱
愛
し
、
社

会
主
義
を
熱
愛
し
て
い
る
と
い
う
の
に
！
だ
が
、
奴
ら
は
私
が
愛
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
だ
…
…
」
父
は
嗚
咽
し
、
話
を
続
け

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。（
中
略
）
こ
れ
以
降
、
父
は
意
を
決
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
切
を
冷
静
に
傍
観
し
、
泰
然
自
若
と
し

て
い
た
。
ど
れ
程
ま
で
に
無
情
な
批
判
闘
争
に
も
、
ま
た
ど
れ
程
ま
で
に
残
酷
な
試
練
に
も
、
父
は
二
度
と
心
を
動
か
さ
れ
は
し
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な
か
っ（

54
）

た
。

　

こ
れ
以
降
、
豊
子
愷
に
と
っ
て
「
牛
小
屋
」
は
「
参
禅
」
の
場
に
、
そ
し
て
批
判
闘
争
は
「
演
技
」
と
な
っ
た
。
夜
の
黄
浦
江
で
の

引
き
回
し
は
「
浦
江
夜
遊
」
で
あ
り
、「
牛
小
屋
」
に
呼
び
出
さ
れ
る
の
は
手
洗
い
に
立
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
上
海
美
術
学
校

に
監
禁
さ
れ
た
時
に
は
、
リ
ュ
ウ
マ
チ
治
療
の
た
め
の
薬
と
称
し
て
家
族
に
お
酒
を
運
ば
せ
、
仲
間
と
共
に
楽
し
ん
だ
と
い（

55
）

う
。
豊
子

愷
は
一
貫
し
て
、
常
に
こ
の
よ
う
な
態
度
を
保
っ
て
い
た
。

　

当
時
、
豊
子
愷
の
心
を
支
え
た
の
は
、
河
北
省
石
家
庄
に
住
む
息
子
の
豊
新
枚
と
の
文
通
と
、
早
朝
の
わ
ず
か
な
自
由
時
間
で
あ
っ

た
。
一
九
六
六
年
に
な
る
と
、
豊
は
こ
の
自
由
な
時
間
を
利
用
し
て
「
地
下
活
動
」
を
開
始
し
た
。
一
九
六
九
年
に
は
農
村
に
下
放
さ

れ
た
た
め
一
時
的
に
中
断
さ
れ
た
が
、
翌
年
に
中
毒
性
肺
炎
と
肺
結
核
の
入
院
治
療
を
理
由
に
上
海
市
内
に
戻
る
こ
と
が
出
来
た
。
退

院
後
、
自
宅
療
養
が
許
さ
れ
る
と
、
豊
は
早
速
「
地
下
活
動
」
を
再
開
し
た
。

　

一
九
七
一
年
に
は
、「
地
下
活
動
」
の
時
間
を
利
用
し
て
、
人
生
最
後
の
画
集
『
敝
箒
自
珍
』
と
随
筆
集
『
縁
縁
堂
続（

56
）
筆
』
の
作
成

を
開
始
し
た
。『
敝
箒
自
珍
』
に
収
め
ら
れ
た
の
は
、
文
革
中
に
失
わ
れ
、
一
九
七
一
年
の
「
地
下
活
動
」
中
に
描
き
な
お
し
た
作
品

で
あ
る
。
中
に
は
、「
影
射
」
を
理
由
に
批
判
さ
れ
た
「
黒
画
」
も
幾
枚
か
含
ま
れ
て
い
る
。
宗
の
張
良
臣
の
句
「
昨
日
豆
花
棚
下
過　

忽
然
迎
面
好
風
吹　

独
自
立
多
時
」
に
題
材
を
と
っ
た
絵
は
、
そ
の
一
例
で
あ（

57
）
る
。
こ
の
絵
は
、
句
の
中
の
「
好
風
」
と
い
う
言
葉

が
、
蒋
介
石
の
大
陸
反
撃
へ
の
歓
迎
を
意
味
す
る
と
し
て
、
文
革
初
期
に
攻
撃
さ
れ
た
。

　

こ
の
画
集
の
題
名
『
敝
箒
自
珍
』
と
は
、「
た
と
え
質
が
悪
く
て
も
、
自
分
の
物
は
良
く
見
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
題
名
を
つ
け
た
理
由
と
し
て
、
豊
子
愷
は
「
甚
だ
倉
卒
だ
が
、
筆
力
は
む
し
ろ
昔
に
勝
る
」
か
ら
だ
と
述
べ
て
い（

58
）
る
。
こ
の
画
集

に
、
文
革
初
期
に
「
黒
画
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
作
品
を
複
数
収
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
た
と
え
当
局
が
自
分
の
絵
を
「
黒

画
」
と
認
定
し
て
も
、
自
分
が
当
局
の
権
威
を
認
め
な
い
以
上
、
そ
の
批
判
は
少
し
も
意
に
介
さ
な
い
と
い
う
、
豊
子
愷
の
抵
抗
精
神
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が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

豊
子
愷
は
最
後
の
画
集
と
随
筆
集
を
完
成
し
た
後
、
前
述
の
よ
う
に
日
本
語
の
仏
教
解
釈
書
『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
の
翻
訳
に
と
り

か
か
っ
た
。
同
書
は
、
イ
ン
ド
の
馬
鳴
菩
薩
の
『
大
乗
起
信
論
』
を
日
本
人
仏
教
学
者
の
湯ゆ

次す
き

了り
ょ
う

栄え
い

が
翻
訳
し
た
も
の
で
あ（

59
）
る
。
豊

子
愷
の
仏
教
信
仰
を
考
え
る
際
、
同
書
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
従
来
、
豊
子
愷
は
弘
一
法
師
の
影
響
で
仏
教
徒
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
豊
子
愷
は
息
子
宛
て
の
書
簡
で
、
若
い
時
に
『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
を
読
ん
で
感
動
し
、
仏
教
を
信
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ（

60
）

る
。

　

一
九
七
一
年
六
月
、
豊
子
愷
は
同
書
を
全
訳
し
、
広
洽
法
師
に
依
頼
し
て
匿
名
で
出
版
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
こ
れ
以
降
、
同
書

の
翻
訳
が
豊
子
愷
の
「
地
下
活
動
」
の
中
心
と
な
っ
た
。
文
革
当
時
、
宗
教
活
動
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
自
宅
療
養
中
と
は

言
え
、
依
然
と
し
て
重
点
批
判
攻
撃
対
象
で
あ
っ
た
豊
子
愷
に
と
っ
て
、
仏
教
書
の
翻
訳
は
絵
や
随
筆
の
創
作
以
上
に
危
険
な
行
為
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
豊
子
愷
自
身
も
十
分
に
承
知
し
て
お
り
、
息
子
に
も
こ
の
翻
訳
の
話
は
二
人
だ
け
の
秘
密
な
の
で
、
家
族
も
含
め
て

絶
対
に
他
言
せ
ぬ
よ
う
、
ま
た
豊
子
愷
か
ら
の
書
簡
は
破
棄
す
る
よ
う
、
度
々
指
示
を
与
え
て
い（

61
）
る
。

　

翻
訳
開
始
か
ら
約
一
ヵ
月
後
に
は
、
豊
は
朱
幼
蘭
に
も
翻
訳
の
件
を
知
ら
せ
、
そ
の
協
力
を
仰
い
で
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
朱
幼

蘭
は
『
護
生
画
集
』
第
四
集
の
題
詞
を
書
写
し
て
い
る
が
、
第
六
集
の
書
写
も
朱
幼
蘭
に
よ
る
。
尚
、
豊
子
愷
は
一
九
七
一
年
一
月
の

広
洽
法
師
へ
の
書
簡
で
『
護
生
画
集
』
第
六
集
の
こ
と
は
常
に
気
が
か
り
で
は
あ
る
が
、
将
来
も
完
成
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

と
伝
え
て
い（

62
）
る
。
第
六
集
の
作
成
の
話
が
現
実
化
す
る
の
は
、
朱
幼
蘭
が
こ
の
『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
の
翻
訳
に
関
し
て
、
豊
子
愷
を

頻
繁
に
訪
問
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
一
九
七
一
年
の
夏
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
九
七
二
年
末
、
豊
子
愷
は
『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
の
翻
訳
を
完
成
さ
せ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
一
時
帰
国
し
た
華
僑
の
周
穎
南
に

託
し
て
、
広
洽
法
師
に
届
け
て
も
ら
っ
た
。
周
南
穎
は
当
時
を
回
想
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
色
彩
の
強
い
翻
訳
原
稿
を
預
か
る
こ
と
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は
そ
れ
自
体
、
問
題
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い（

63
）

る
。

　

そ
の
後
、
豊
子
愷
は
一
九
七
二
年
末
に
画
院
か
ら
「
審
査
」
の
終
了
と
「
解
放
」
を
告
げ
ら
れ（

64
）

た
。
豊
子
愷
の
考
え
も
少
し
楽
観
的

な
も
の
と
な
っ
た
の
か
、
翌
年
八
月
に
は
広
洽
法
師
に
書
簡
を
送
り
、
中
国
で
は
「
宗
教
へ
の
信
仰
は
自
由
で
す
が
、
宣
伝
は
し
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
私
は
今
、
非
公
式
に
海
外
で
宣
伝
活
動
を
す
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
名
前
を
出
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
の

よ
う
な
訳
で
す
の
で
、“
無
名
氏
”
の
名
を
用
い
る
こ
と
に
致
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
豊
子
愷
は
続
け
て
、
以
上
の
よ
う
な
理
由

か
ら
自
分
は
序
文
を
書
け
な
い
が
、
他
の
人
が
序
文
で
、
こ
の
「
無
名
氏
」
が
誰
か
を
明
ら
か
に
し
て
も
構
わ
な
い
と
述
べ
、
ま
た
出

版
後
に
は
朱
幼
蘭
と
自
分
用
に
二
冊
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い（

65
）

る
。

　

こ
れ
は
、
一
九
七
一
年
九
月
の
林
彪
の
ク
ー
デ
タ
ー
失
敗
以
降
、
周
恩
来
を
中
心
に
社
会
秩
序
の
再
建
が
図
ら
れ
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
。
豊
子
愷
ら
文
芸
関
係
者
の
立
場
は
、
ま
さ
に
周
恩
来
ら
実
務
派
の
動
向
に
左
右
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
四
人
組
ら
文
革

派
は
周
恩
来
攻
撃
の
一
環
と
し
て
、
一
九
七
三
年
九
月
末
頃
よ
り
批
林
批
孔
運
動
を
展
開
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
は
、
豊

子
愷
の
立
場
に
も
微
妙
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　

一
九
七
三
年
一
二
月
、
豊
子
愷
は
再
び
広
洽
法
師
に
書
簡
を
送
り
、『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
の
原
稿
は
「
二
〇
数
年
前
の
旧
訳
で

す
。
今
、
法
師
が
海
外
で
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
私
の
姓
名
は
出
さ
ず
に
、“
無
名
氏
”
と
お
書
き
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま

す
。
ま
た
発
行
範
囲
は
宗
教
界
に
限
定
し
、
新
聞
で
宣
伝
を
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
追
伸　

中
国
国
内
で
は
こ
の
よ
う
な
唯
心
主

義
を
宣
伝
す
る
書
物
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
出
版
後
に
は
ど
う
か
、
ご
送
付
な
き
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
と
依
頼
し
て

い（
66
）
る
。
こ
れ
は
“
無
名
氏
”
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
て
も
構
わ
な
い
と
述
べ
た
上
述
の
書
簡
か
ら
、
わ
ず
か
四
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ

る
。

　

豊
子
愷
は
周
穎
南
に
も
、
同
様
の
旨
を
依
頼
し
て
い（

67
）
る
。
現
段
階
で
は
、
豊
子
愷
が
『
護
生
画
集
』
第
六
集
を
作
成
し
た
の
が
、
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一
九
七
三
年
の
い
つ
頃
な
の
か
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
恐
ら
く
『
大
乗
起
信
論
新
釈
』
の
翻
訳
の
完
成
と
、「
解
放
」
と

い
う
二
重
の
喜
び
に
満
ち
た
一
九
七
二
年
末
か
ら
、
状
況
が
再
び
悪
化
す
る
こ
の
時
期
ま
で
の
間
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
九
七
四
年
二
月
に
は
各
地
で
「
黒
画
展
覧
会
」
が
開
か
れ
、
多
く
の
画
家
が
非
難
さ
れ
た
。
こ
の
意
図
も
ま
た
、
周
恩
来
を
攻
撃

す
る
こ
と
に
あ
っ（

68
）

た
。
豊
子
愷
も
上
海
市
委
員
会
書
記
の
徐
景
賢
に
よ
り
批
判
対
象
と
さ
れ
た
が
、
対
象
と
さ
れ
た
作
品
も
理
由
も
従

来
と
何
ら
変
わ
り
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
展
覧
会
に
つ
い
て
豊
子
愷
は
、
こ
の
種
の
「
わ
ざ
わ
ざ
粗
探
し
を
す
る
」
や
り
方
は
、
文
革
初
期
に
は
新
鮮
だ
っ
た
が
、
今
で

は
み
な
飽
き
て
し
ま
い
、
お
笑
い
種
で
あ
る
と
述
べ
て
い（

69
）

る
。
こ
の
展
覧
会
を
見
学
し
た
巴
金
も
、
豊
子
愷
と
同
様
な
感
想
を
い
だ
い

た
。
巴
金
は
当
時
を
回
想
し
て
、
そ
の
「
黒
画
展
覧
会
」
に
よ
っ
て
、
権
力
さ
え
あ
れ
ば
ど
ん
な
道
理
も
罷
り
通
る
現
状
と
、
自
分
の

頭
で
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
記
し
て
い（

70
）
る
。

　

そ
の
後
も
「
文
革
の
成
果
を
強
固
に
す
る
」
た
め
の
批
判
大
会
が
開
催
さ
れ
、
豊
子
愷
を
含
め
た
四
人
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ

れ
以
降
、
豊
子
愷
は
一
時
、
絵
や
書
の
寄
贈
を
中
止
し
た
。
し
か
し
、
豊
の
書
画
を
求
め
る
人
は
多
く
、
豊
も
初
め
は
毛
沢
東
の
詩
を

書
写
し
て
贈
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
絵
も
贈
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
は
書
画
の
創
作
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
何
故
だ
ろ
う
か
。
豊
自
身
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、
文
革
中
に
当
局
に
よ
っ
て
「
毒
草
」
と
認
定
さ
れ
た
作
品
を
再
び
創
作
す
る
こ
と
は
「
文
化
大
革
命
の
輝
か
し
い
成
果
の
否

定
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ（

71
）
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
豊
子
愷
が
「
地
下
活
動
」
に
こ
だ
わ
り
、
不
意
の
家
宅
捜
索
を
恐
れ
る
家
族

に
何
度
懇
願
さ
れ
て
も
創
作
活
動
を
止
め
な
か
っ
た
の
は
、
正
に
そ
れ
が
文
革
の
否
定
で
あ
り
、
自
己
の
こ
れ
ま
で
の
軌
跡
の
肯
定

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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（
二
）
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
信
頼

　

本
節
で
は
『
護
生
画
集
』
第
六
集
の
内
容
と
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
題
材
は
、
百
篇
す
べ
て
が
動
物
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
題
材
の
出
典
は
主
と
し
て
『
動
物
鑑
』
と
い
う
書
籍
で
、
こ
れ
は
文
革
中
に
書
物
を
没
収
さ
れ
『
護
生
画
集
』
の
題
材
探
し
に

困
っ
て
い
た
豊
子
愷
に
朱
幼
蘭
が
提
供
し
た
も
の
で
あ（

72
）

る
。
第
六
集
に
は
、
出
典
と
し
て
『
動
物
鑑
』
で
は
な
く
、
歴
史
書
や
逸
話
集

な
ど
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
動
物
鑑
』
は
様
々
な
古
書
に
記
さ
れ
た
動
物
の
美
談
を
集
め
た
書
物
と
考
え
ら
れ
る
。

　

内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
が
動
物
と
動
物
、
あ
る
い
は
動
物
と
人
間
の
間
の
忠
義
や
礼
節
、
友
情
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
放
生
を
題
材

に
し
た
も
の
も
数
篇
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
怪
異
現
象
に
恐
れ
驚
き
、
慌
て
て
放
生
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

放
生
戒
殺
は
『
護
生
画
集
』
全
六
集
を
通
じ
て
、
し
ば
し
ば
題
材
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
護
生
画
集
』
第
六
集
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
五
集
と
は
違
う
点
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
放
生
や
戒
殺
に
よ
る
功
徳
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
第
六
集
で

は
、
人
間
以
外
の
生
命
に
対
す
る
畏
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
五
集
で
も
題
材
と
さ
れ
て
い
た
生
命
や
自
然
、
万

物
に
内
在
す
る
仏
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
第
六
集
で
は
そ
の
傾
向
が
さ
ら
に
強
ま
り
、
畏
怖
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

人
間
の
卑
小
さ
や
愚
か
さ
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
護
生
画
集
』
の
「
護
生
」
と
は
生
物
を
護
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
人
間
の
心
を
護
る
こ

と
に
あ
り
、
全
集
を
通
じ
て
「
護
心
思
想
」
が
説
か
れ
て
い
た
。
第
六
集
で
は
百
篇
す
べ
て
が
、
人
間
以
外
の
生
き
物
の
話
で
あ
る
。

し
か
も
、
話
の
重
点
は
、
そ
の
生
き
物
の
情
に
接
し
た
際
の
人
間
の
心
の
動
き
で
は
な
く
、
生
き
物
の
情
そ
の
も
の
に
置
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

豊
子
愷
の
描
く
「
人
間
以
上
に
人
間
ら
し
い
心
」
を
も
っ
た
動
物
は
、「
人
な
が
ら
に
、
人
心
を
喪
失
し
た
人
間
」
へ
の
批
判
に
他

な
ら
な
い
。『
護
生
画
集
』
第
四
集
で
は
、「
人
心
を
有
す
る
動
物
（
獣
面
人
心
）」
以
外
に
、「
獣
心
を
有
す
る
人
間
（
人
面
獣
心
）」
も
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題
材
と
さ
れ
て
い
た
。
第
六
集
に
は
「
人
面
獣
心
」
的
な
話
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
豊
子
愷
は
現
実
の
世
界
で
、
余
り
に
も
多
く
の

「
人
面
獣
心
」
を
見
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
護
生
画
集
』
の
最
終
集
に
は
、
動
物
の
親
子
の
情
を
扱
っ
た
作
品
が
多
い
。
そ

れ
は
、
文
革
期
に
政
治
的
理
由
か
ら
親
子
の
縁
を
切
っ
た
人
々
や
、
肉
親
で
あ
り
な
が
ら
互
い
に
互
い
を
告
発
し
た
人
々
、
あ
る
い
は

そ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
哀
し
み
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

豊
子
愷
が
、
生
命
の
危
険
を
承
知
の
上
で
、
出
版
の
当
て
も
無
い
『
護
生
画
集
』
第
六
集
を
作
成
し
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
豊
が
人
間
に
怒
り
や
哀
し
み
を
覚
え
な
が
ら
も
尚
、
一
縷
の
期
待
を
い
だ
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
革
と
い
う
異

常
事
態
が
終
息
し
、
人
々
が
人
間
と
し
て
本
来
の
心
を
取
り
戻
せ
ば
、『
護
生
画
集
』
の
精
神
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
事
を
信
じ

て
、
豊
は
第
六
集
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
し
豊
子
愷
が
、
人
間
に
対
し
て
完
全
に
絶
望
し
て
い
た
な
ら
ば
、『
護
生
画
集
』
の
作
成
を
そ
れ
程
ま
で
に
重
視
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
読
ん
で
も
ら
う
に
値
す
る
人
間
が
、
も
う
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
以
上
、
作
成
す
る
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、『
護
生
画
集
』
第
六
集
は
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
豊
子
愷
の
信
頼
の
証
と
も
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に
　
精
神
の
自
由
を
も
と
め
て

　

文
革
期
に
豊
子
愷
は
自
身
へ
の
理
不
尽
な
批
判
や
攻
撃
に
も
拘
泥
せ
ず
、
危
険
を
承
知
の
上
で
『
護
生
画
集
』
第
六
集
な
ど
の
「
地

下
活
動
」
を
続
け
、
文
革
と
い
う
異
常
事
態
に
冷
静
か
つ
客
観
的
に
処
し
た
。
豊
の
こ
の
よ
う
な
達
観
的
な
処
世
姿
勢
は
、
当
時
、
巴

金
ら
多
く
の
知
識
人
が
「
独
立
思
考
」
を
放
棄
し
、
感
情
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
で
救
わ
れ
よ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ（

73
）
る
。
で

は
、
豊
子
愷
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
如
何
に
し
て
培
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
当
時
の
豊
子
愷
の
発
言
や
書
簡
か
ら
、
文
革
当
時
の
豊
の
意
識
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
豊
子
愷
は
息
子
の
豊
新
枚
に
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贈
っ
た
詩
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い（

74
）

る
。

　
『
賀
新
枚
結（

75
）

婚
』

　
　

衣
食
当
須
記　

詩
詞
莫
忘
温　
　

衣
食
に
気
を
つ
け
る
べ
し　

詩
詞
の
復
習
を
な
お
ざ
り
に
す
る
事
な
か
れ

　
　

胸
襟
須
広
大　

世
事
似
浮
雲　
　

胸
襟
は
広
く
大
き
く
す
べ
し　

世
事
は
浮
雲
の
如
し

　
『
送
新
枚
赴
石
家（

76
）

庄
』

　
　

我
有
養
生
術　

七
十
如
年
少　
　

我
、
養
生
の
術
を
有
す　

七
〇
に
し
て
若
者
の
如
し

　
　

汝
今
入
世
途　

万
事
心
欲
小　
　

汝
は
今
、
世
に
出
る
途
上
な
り　

万
事
に
注
意
さ
れ
た
し

　
　

胸
襟
須
寛
広　

達
観
以
為
宝　
　

胸
襟
は
広
く
す
べ
し　

達
観
を
も
っ
て
宝
と
な
す

　
　

詩
中
多
楽
地　

酔
郷
不
知
老　
　

詩
中
に
多
く
の
楽
し
み
あ
り　

酔
の
境
地
に
老
い
を
知
ら
ず

　

以
上
の
詩
に
は
、
豊
子
愷
の
心
の
有
り
様
を
理
解
す
る
た
め
の
要
点
が
い
く
つ
か
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
「
世
事
は
浮
雲

の
如
し
」
と
考
え
、
胸
襟
を
開
く
こ
と
で
あ
り
、
達
観
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
豊
子
愷
は
ま
た
「
詩
中
多
楽
地　

酔
境
不

知
老
」
と
詠
い
、
そ
の
秘
訣
は
詩
と
酒
に
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
詩
や
酒
で
現
実
を
紛
ら
わ
せ
、
一
時
的
に
現
実
か
ら

逃
避
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
。
豊
子
愷
は
「
詩
中
」「
酔
の
境
地
」
に
遊
ぶ
こ
と
で
、
現
実
を
超
越
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
豊
子
愷
が
如
何
な
る
環
境
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
考
の
自
由
を
保
持
し
、
現
実
を
客
観
的
か
つ
相
対
的
に
認
識
し
え
た
の
は
、

現
実
を
超
越
し
、
達
観
的
な
精
神
の
境
地
に
到
達
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

豊
子
愷
が
詩
と
酒
に
求
め
た
超
越
は
、
そ
の
永
続
性
に
お
い
て
、
単
な
る
現
実
逃
避
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
詩
や
酒
に
よ
る
現
実

か
ら
の
逃
避
は
あ
く
ま
で
も
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
詩
の
世
界
を
離
れ
、
酔
い
が
醒
め
れ
ば
、
ま
た
現
実
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
し
か
し
豊
子
愷
の
よ
う
に
、
ひ
と
た
び
現
実
を
超
越
し
、
別
の
境
地
に
到
達
し
て
し
ま
え
ば
、
現
実
世
界
で
何
事
が
起
こ
ろ
う
と

「豊子愷『護生画集』解題（ 2）――心の自由を求めて」〔大野　公賀〕

166



（
1
）　

大
野
公
賀
「『
護
生
画
集
』
解
題
（
1
）　

豊
子
愷
の
仏
教
帰
依
か
ら
第
一
集
ま
で
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）
第

一
六
二
冊
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
一
―五
三
頁
。

（
2
）　
『
護
生
画
集
』
全
六
集
の
う
ち
、
中
華
民
国
期
に
作
成
さ
れ
た
第
一
集
か
ら
第
三
集
の
詳
細
お
よ
び
、
豊
子
愷
と
弘
一
法
師
の
経
歴
、
豊
子
愷
の

も
、
自
分
の
精
神
世
界
に
は
何
の
影
響
も
及
ぼ
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

文
革
期
に
豊
子
愷
が
「
解
放
」
の
知
ら
せ
を
受
け
る
の
は
、
一
九
七
二
年
一
二
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
も
「
解
放
」
の

噂
は
何
度
も
流
れ
た
が
、
豊
子
愷
は
画
院
院
長
の
他
に
も
上
海
市
美
術
協
会
主
席
や
全
国
政
治
協
商
委
員
な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
た

め
、
そ
の
審
査
は
中
央
に
属
し
、
決
定
も
遅
れ
た
。
豊
子
愷
は
当
時
、
自
由
に
行
動
す
る
権
利
を
剥
奪
さ
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
豊

子
愷
の
精
神
の
自
由
を
奪
う
こ
と
は
誰
に
も
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
豊
子
愷
が
現
実
を
超
越
し
、
現
実
と
は
別
の
世

界
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

早
朝
の
「
地
下
活
動
」
は
、
行
動
を
規
制
さ
れ
た
豊
子
愷
に
と
っ
て
、
そ
の
精
神
の
自
由
を
実
践
し
う
る
唯
一
の
場
で
あ
っ
た
。
豊

は
「
地
下
活
動
」
の
お
か
げ
で
、「
小
さ
な
建
物
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
て
も
、
憂
鬱
で
は
無
」（

77
）
く
、
ま
た
「
幸
い
に
も
精
神
生

活
が
豊
か
」
な
の
で
、「
解
放
」
の
噂
が
現
れ
て
は
消
え
て
も
「
十
分
に
耐
え
ら
れ
」
た
の
で
あ
っ（

78
）
た
。

　

し
か
し
、
豊
子
愷
が
「
解
放
」
を
待
ち
望
ん
で
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
豊
子
愷
は
行
動
の
自
由
を
取
り
戻
し
、
第
二
の
故
郷
で
あ

る
杭
州
と
、
豊
新
枚
の
住
む
石
家
庄
を
訪
問
す
る
日
を
切
望
し
て
い（

79
）
た
。
長
期
の
軟
禁
生
活
と
肺
病
の
影
響
で
、「
解
放
」
直
後
、
豊

子
愷
の
体
力
は
か
な
り
衰
え
て
い
た
。
杭
州
と
石
家
庄
の
訪
問
を
目
標
に
、
七
五
歳
の
豊
子
愷
は
毎
日
走
っ
て
は
、
脚
力
を
鍛
え
て
い

（
80
）
た
。
残
念
な
が
ら
石
家
庄
の
訪
問
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
三
年
三
月
に
は
杭
州
、
次
い
で
一
九
七
五
年
四
月
に
は
故
郷
の
石

門
湾
を
訪
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
豊
子
愷
が
肺
癌
に
よ
り
死
去
す
る
の
は
、
石
門
湾
訪
問
か
ら
わ
ず
か
五
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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「
護
心
思
想
」
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）「『
護
生
画
集
』
解
題
（
1
）」
の
他
、
併
せ
て
以
下
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
大
野
公
賀
『
中
華
民
国
期
の
豊

子
愷　

芸
術
と
宗
教
の
融
合
を
求
め
て
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
。

（
3
）　

広
洽
法
師　

福
建
省
南
安
県
出
身
。
一
九
二
一
年
に
厦
門
の
南
普
陀
寺
に
て
出
家
。
一
九
二
九
年
以
降
、
弘
一
法
師
に
師
事
し
、
一
九
三
七
年
に
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
移
住
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
仏
教
総
会
副
主
席
、
主
席
を
歴
任
。

（
4
）　

豊
子
愷
が
日
本
語
を
学
ん
だ
の
は
浙
江
省
立
第
一
師
範
学
校
時
代
の
こ
と
で
、
一
九
二
一
年
に
は
東
京
に
一
〇
ヶ
月
程
滞
在
し
て
い
る
。
ロ
シ
ア
語

は
、
一
九
五
〇
年
二
月
に
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
が
締
結
さ
れ
た
後
、
同
年
七
月
よ
り
学
習
を
始
め
た
。
豊
子
愷
に
ロ
シ
ア
語
の
翻
訳
を
勧
め
た

の
は
、
豊
の
古
く
か
ら
の
友
人
で
、
建
国
直
後
に
人
民
教
育
出
版
社
社
長
に
就
任
し
た
葉
聖
陶
で
あ
る
。
豊
一
吟
他
『
豊
子
愷
伝
』
浙
江
人
民
出
版
社
、

一
九
八
三
年
、
一
四
二
頁
。

（
5
）　

豊
陳
宝
・
豊
一
吟
編
『
豊
子
愷
文
集
』
第
七
巻
、
浙
江
文
芸
出
版
社
・
浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
四
二
四
―四
二
五
頁
（
以
下
、『
豊
文

集
』
巻
数
、
頁
数
と
表
示
す
る
）。

（
6
）　

方
堅
「
風
雨
憶
故
人　

豊
子
愷
先
生
在
“
文
革
”
中
」、
鐘
桂
松
等
編
『
写
意
豊
子
愷
』
浙
江
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
二
二
一
頁
。

（
7
）　
「
今
昔
シ
リ
ー
ズ
」
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。
豊
子
愷
「
児
童
的
今
昔
」、
豊
珍
宝
等
編
『
豊
子
愷
漫
画
全
集
』
第
八
巻
、

二
〇
〇
一
年
、
京
華
出
版
社
、
第
二
巻
八
三
頁
。
張
楽
平
「
三
毛
今
昔
」、
姜
維
朴
編
『
張
楽
平
漫
画
全
集
』
中
国
連
環
画
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、

四
七
四
頁
。

　
　

尚
、
豊
珍
宝
等
編
『
豊
子
愷
漫
画
全
集
』（
京
華
出
版
社
）
に
は
、
全
一
一
巻
（
一
九
九
九
年
）
と
全
九
巻
（
二
〇
〇
一
年
）
の
二
種
類
が
あ
る
（
以

下
、『
豊
漫
画
全
集
』
巻
数
、
年
度
、
頁
数
と
表
示
す
る
）。

（
8
）　
『
豊
文
集
』
第
六
巻
、
四
二
一
―四
二
三
頁
。

（
9
）　

同
上
、
第
七
巻
、
二
四
六
頁
（
一
九
六
〇
年
八
月
三
一
日
「
致
広
洽
法
師　

五
九
」）。

（
10
）　

同
上
、
二
〇
七
頁
（
一
九
五
五
年
六
月
六
日
「
致
広
洽
法
師　

二
三
」）。

（
11
）　

同
上
、
二
〇
九
・
二
一
一
頁
（
一
九
五
五
年
九
月
一
一
日
、
一
九
五
六
年
九
月
一
九
日
「
致
広
洽
法
師　

二
五
・
二
七
」）。

（
12
）　

末
木
文
美
士
・
曹
章
祺
『
現
代
中
国
の
仏
教
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
四
六
頁
。
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（
13
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
二
四
五
―二
四
六
頁
（
一
九
六
〇
年
八
月
一
九
日
「
致
広
洽
法
師　

五
八
」）。

（
14
）　

同
上
、
二
六
一
頁
（
一
九
六
一
年
四
月
七
日
「
致
広
洽
法
師　

七
四
」）。

（
15
）　

朱
幼
蘭　

中
華
民
国
期
に
は
上
海
の
三
井
銀
行
に
て
会
計
職
。
建
国
後
は
上
海
私
立
孟
賢
中
学
総
務
主
任
を
経
て
、
上
海
第
一
五
中
学
総
務
主
任
。

浄
土
宗
の
居
士
（
李
圓
浄
と
同
じ
く
、
印
光
法
師
の
弟
子
）
で
、
法
名
は
智
開
。

（
16
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
二
四
七
・
二
五
八
頁
（
一
九
六
〇
年
九
月
二
〇
日
「
致
広
洽
法
師　

六
〇
」、　

一
九
六
一
年
一
月
三
〇
日
「
致
広
洽
法
師　

七
〇
」）。
出
版
に
関
す
る
費
用
は
す
べ
て
、
広
洽
法
師
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
集
め
た
募
金
で
賄
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
17
）　

広
洽
「『
護
生
画
集
』
第
四
集
序
言
」『
豊
漫
画
全
集
』
第
一
一
巻
、
一
九
九
九
年
、
四
六
七
頁
。

（
18
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
二
四
九
頁
（
一
九
六
〇
年
一
〇
月
一
七
日
「
致
広
洽
法
師　

六
二
」）。

（
19
）　

同
上
、
二
四
八
頁
（
一
九
六
〇
年
九
月
二
三
日
「
致
広
洽
法
師　

六
一
」）。

（
20
）　

豊
子
愷
「『
護
生
画
集
』
第
五
集
序
言
」『
豊
漫
画
全
集
』
第
一
一
巻
、
一
九
九
九
年
、
四
六
六
頁
。

（
21
）　

沈
慶
均
等
編
『
護
生
画
集
』
中
国
友
誼
出
版
公
司
、
一
九
九
九
年
、
四
四
二
―四
四
三
頁
。

（
22
）　

同
上
、
五
〇
六
―五
〇
七
頁
。

（
23
）　

前
掲
、
豊
子
愷
「『
護
生
画
集
』
第
五
集
序
言
」、
四
六
六
頁
。

（
24
）　

虞
愚　

原
名
は
徳
元
、
字
は
竹
園
、
号
は
北
山
。
原
籍
は
浙
江
山
陰
（
現
紹
興
）
で
、
福
建
省
厦
門
生
ま
れ
。
南
京
支
那
内
学
院
に
学
び
、
卒
業
後

は
厦
門
大
学
教
育
学
院
心
理
学
系
に
学
ぶ
。
一
九
四
三
年
よ
り
厦
門
大
学
哲
学
文
学
専
業
副
教
授
、
教
授
。
一
九
五
六
年
か
ら
中
国
仏
学
院
教
授
。

一
九
八
二
年
よ
り
中
国
社
会
科
学
院
哲
学
研
究
所
研
究
員
。
そ
の
他
に
中
国
仏
教
協
会
常
務
理
事
、
中
国
書
法
協
会
理
事
な
ど
を
歴
任
。

（
25
）　

豊
子
愷
が
一
九
六
二
年
に
第
三
回
全
国
政
治
協
商
会
議
第
三
次
会
議
で
北
京
を
訪
れ
た
際
、
当
時
中
国
の
仏
教
教
育
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
中
国

仏
学
院
教
授
の
虞
愚
が
豊
子
愷
を
訪
問
し
、
中
国
国
内
で
は
流
通
し
て
い
な
い
『
護
生
画
集
』
第
四
集
の
送
付
を
依
頼
し
た
こ
と
で
交
際
が
始
ま
っ
た
。

第
五
集
に
つ
い
て
も
、
虞
愚
は
豊
に
事
前
の
作
成
を
勧
め
、
ま
た
題
詞
の
執
筆
を
志
願
し
た
。
虞
愚
は
後
に
中
国
書
法
協
会
理
事
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
、

書
に
優
れ
て
い
た
が
、
そ
の
書
法
は
厦
門
時
代
に
弘
一
法
師
の
指
導
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
二
八
四
・
三
一
三
―三
一
四
頁

（
一
九
六
二
年
四
月
三
一
日
「
致
広
洽
法
師
（
九
八
・
一
九
六
四
年
九
月
一
日
「
致
広
洽
法
師　

一
三
二
」）。
陳
星
・
趙
長
春
編
著
『
弘
一
大
師
影
集
』
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山
東
画
報
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
〇
頁
。

（
26
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
三
三
一
頁
（
一
九
六
五
年
六
月
八
日
「
致
広
洽
法
師　

一
四
九
」）。

（
27
）　

同
上
、
三
三
三
頁
（
一
九
六
五
年
七
月
二
日
「
致
広
洽
法
師　

一
五
一
」）。

（
28
）　

同
上
、
三
三
五
頁
（
一
九
六
五
年
九
月
七
日
「
致
広
洽
法
師　

一
五
四
」）。

（
29
）　

同
上
、
三
四
一
頁
（
一
九
六
六
年
二
月
一
四
日
「
致
広
洽
法
師　

一
六
一
」）。

（
30
）　

同
上
、
三
一
四
―三
一
五
頁
（
一
九
六
四
年
九
月
一
日
、
九
月　

五
日
「
致
広
洽
法
師　

一
三
二
・
一
三
三
」）。

（
31
）　

同
上
、
三
四
四
頁
（
一
九
六
六
年
五
月
六
日
「
致
広
洽
法
師　

一
六
四
」）。

（
32
）　
『
豊
文
集
』
第
六
巻
、
六
二
九
―六
三
一
頁
。

（
33
）　

同
上
、
六
一
五
―六
一
八
頁
。
羅
洪
「
懐
憶
豊
子
愷
」、
前
掲
、
鐘
桂
松
等
編
『
写
意
豊
子
愷
』
二
四
四
―二
四
六
頁
。

（
34
）　

同
上
、
六
一
五
・
六
一
八
頁
。

（
35
）　

前
掲
、
沈
慶
均
等
編
『
護
生
画
集
』
六
九
八
―六
九
九
頁
。

（
36
）　

同
上
、
七
〇
〇
―七
〇
一
頁
。
仏
教
で
は
、
迷
い
の
海
を
乗
り
越
え
て
、
悟
り
の
彼
岸
へ
と
達
せ
し
め
る
貴
い
筏
と
い
う
意
味
で
、
し
ば
し
ば
「
仏

法
」
を
「
宝
筏
」
と
称
す
る
。

（
37
）　

同
上
、
七
〇
二
―七
〇
三
頁
。

（
38
）　

澤
田
多
喜
男
・
溝
口
雄
三
「
仁
」、
溝
口
雄
三
等
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
〇
―一
〇
一
頁
。

（
39
）　

豊
子
愷
の
名
誉
が
完
全
に
回
復
す
る
の
は
一
九
七
八
年
六
月
の
こ
と
で
、
翌
年
六
月
に
上
海
市
文
化
局
、
文
連
、
画
院
に
よ
り
遺
骨
安
置
儀
式
が
執

り
行
わ
れ
た
。
前
掲
、
豊
一
吟
他
『
豊
子
愷
伝
』
二
一
四
―二
一
五
頁
。

（
40
）　

豊
一
吟
「『
護
生
画
集
』
後
記
」、
前
掲
、
沈
慶
均
等
編
『
護
生
画
集
』
九
〇
五
頁
。

（
41
）　

一
九
五
八
年
以
降
、
全
国
規
模
で
実
施
さ
れ
た
。
一
九
五
八
年
当
時
、「
四
害
」
は
蚊
、
蝿
、
鼠
、
雀
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
に
雀
は
ト
コ
ジ

ラ
ミ
に
替
わ
っ
た
。
豊
子
愷
の
原
文
で
は
、「
四
害
」
は
蚊
、
蝿
、
鼠
、
ゴ
キ
ブ
リ
と
な
っ
て
い
る
。『
護
生
画
集
』
に
は
「
護
心
思
想
」
の
観
点
か
ら
、

当
時
「
四
害
」
と
さ
れ
た
生
物
の
殺
傷
に
批
判
的
と
も
思
わ
れ
る
作
品
が
複
数
含
ま
れ
て
い
た
。
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（
42
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
三
四
一
頁
（
一
九
六
六
年
二
月
一
四
日
「
致
広
洽
法
師　

一
六
一
」）。

（
43
）　

前
掲
、
末
木
文
美
士
・
曹
章
祺
『
現
代
中
国
の
仏
教
』
四
六
頁
。

（
44
）　Cheng, N

ien. Life and D
eath in Shanghai （H

arper Collins Publishers

） 1993, p. 362.
（
45
）　
『
護
生
画
集
』
第
四
集
の
書
写
を
担
当
し
た
朱
幼
蘭
も
、
そ
れ
が
原
因
で
犯
罪
者
の
扱
い
を
受
け
る
に
至
っ
た
。『
豊
漫
画
全
集
』
第
八
巻
、

二
〇
〇
一
年
、
七
二
頁
。

（
46
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
三
四
六
頁
（
一
九
六
六
年
一
〇
月
一
二
日
「
致
広
洽
法
師　

一
六
六
」）。

（
47
）　
『
豊
漫
画
全
集
』
第
八
巻
、
二
〇
〇
一
年
、
七
二
頁
。

（
48
）　

前
掲
、
豊
一
吟
他
『
豊
子
愷
伝
』、
一
六
三
―一
六
五
頁
。

（
49
）　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
放
毒
罪
行
」
と
し
て
、
文
革
初
期
に
大
字
報
で
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
六
三
二
頁
（
一
九
七
一

年
七
月
三
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

四
」）

（
50
）　Barm

eʼ, Gerem
ie. A

n A
rtistic E

xile: A
 Life of Feng Zikai （1898

―1975) （U
niv. of California Press

） 2002, p.330.

（
51
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
八
四
五
―八
四
七
頁
。

（
52
）　

前
掲
、
方
堅
「
風
雨
憶
故
人　

豊
子
愷
先
生
在
“
文
革
”
中
」
二
二
〇
頁
。

（
53
）　

潘
文
彦
「
豊
子
愷
先
生
的
胡
須
」、
前
掲
、
鐘
桂
松
等
編
『
写
意
豊
子
愷
』
二
三
〇
頁
。

（
54
）　

豊
一
吟
、「
回
憶
我
的
父
親
豊
子
愷
」、
同
上
、
鐘
桂
松
等
編
『
写
意
豊
子
愷
』
三
〇
一
―三
〇
三
頁
。

（
55
）　

前
掲
、
豊
一
吟
他
『
豊
子
愷
伝
』
一
六
五
―一
六
六
頁
。

（
56
）　
『
縁
縁
堂
続
筆
』
は
、
一
九
七
三
年
執
筆
当
時
は
『
往
時
瑣
記
』
と
い
う
題
名
で
あ
っ
た
が
、
同
年
に
『
続
縁
縁
堂
随
筆
』
と
改
名
し
、
最
終
的
に

は
『
縁
縁
堂
続
筆
』
と
な
っ
た
。『
豊
文
集
』
第
六
巻
、
六
五
三
―七
七
〇
頁
。

（
57
）　
『
豊
漫
画
全
集
』
二
〇
〇
一
年
、
第
八
巻
、
一
八
八
頁
。

（
58
）　

同
上
、
第
八
巻
、
一
〇
八
頁
。

（
59
）　
『
大
乗
起
信
論
』
は
馬
鳴
菩
薩
（
ア
シ
ュ
バ
ゴ
ー
シ
ャ
）
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
同
書
に
は
漢
訳
し
か
な
く
、
梵
文
原
典
も
西
蔵
訳
も
存
在
し
な
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い
。
著
者
の
馬
鳴
を
『
仏
所
行
讃
』
の
著
者
の
馬
鳴
菩
薩
と
す
る
説
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
て
い
る
。
同
名
異
人
の
馬
鳴
と
す
る
な
ど
の
イ

ン
ド
撰
述
説
と
、
中
国
国
内
で
作
ら
れ
た
と
す
る
説
が
あ
り
、
確
定
的
結
論
は
で
て
い
な
い
。
論
が
簡
明
整
然
で
あ
る
た
め
、
中
国
お
よ
び
日
本
で
盛
ん

に
学
習
さ
れ
た
。
総
合
仏
教
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
総
合
仏
教
大
辞
典
』
法
蔵
館
、
一
九
八
七
年
、
九
三
〇
頁
。

（
60
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
六
三
〇
頁
（
一
九
七
一
年
六
月
二
七
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

九
二
」）。

（
61
）　

同
上
、
六
三
〇
・
六
三
一
・
六
三
四
頁
（
一
九
七
一
年
六
月
二
七
日
・
六
月
二
八
日
・
七
月
一
三
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

九
二
・
九
三
・

九
六
」）。

（
62
）　

同
上
、
三
五
〇
頁
（
一
九
七
一
年
一
月
一
一
日
「
致
広
洽
法
師　

一
七
一
」）。

（
63
）　

周
穎
南
「
豊
子
愷
与
周
穎
南
的
通
信
」『
新
文
学
史
料
』
一
九
九
八
年
第
四
期
、
一
九
九
八
年
一
一
月
、
八
三
頁
。

（
64
）　

正
確
な
審
査
結
論
は
「
反
動
学
術
権
威
と
扱
わ
ず
、
情
状
酌
量
の
上
、
生
活
費
を
発
給
す
る
」
で
あ
っ
た
が
、
自
由
を
渇
望
す
る
豊
に
と
っ
て
そ
れ

は
「
解
放
」
を
意
味
し
て
い
た
。『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
六
六
三
頁
（
一
九
七
二
年
一
二
月
三
〇
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
二
九
」）。

（
65
）　

同
上
、
三
五
五
―三
五
六
頁
（
一
九
七
三
年
八
月
一
七
日
「
致
広
洽
法
師　

一
八
二
」）。

（
66
）　

同
上
、
三
五
八
頁
（
一
九
七
三
年
一
二
月
二
一
日
「
致
広
洽
法
師　

一
八
五
」）。

（
67
）　

前
掲
、
周
穎
南
「
豊
子
愷
与
周
穎
南
的
通
信
」
八
八
頁
。

（
68
）　

武
内
実
編
『
中
国
近
現
代
論
争
年
表　

下
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
二
年
、
七
〇
四
頁
。

（
69
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
六
七
八
頁
（
一
九
七
四
年
四
月
二
四
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
四
一
」）。

（
70
）　

巴
金
「
懐
念
豊
先
生
」『
随
想
録
』
北
京
三
連
書
店
、
一
九
八
七
年
、
三
七
〇
―三
七
一
頁
。

（
71
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
六
八
四
―六
八
五
頁
（
一
九
七
四
年
九
月
四
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
四
六
」）。

（
72
）　

前
掲
、
沈
慶
均
等
編
『
護
生
画
集
』
六
頁
。

（
73
）　

前
掲
、
巴
金
「
懐
念
豊
先
生
」
三
七
〇
頁
。

（
74
）　

豊
新
枚
は
一
九
六
四
年
に
天
津
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
上
海
科
学
技
術
大
学
の
配
属
と
な
り
、
同
校
で
日
本
語
を
修
め
、
一
九
六
六
年
に
卒
業
し
た

後
は
同
校
で
教
職
に
就
く
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
豊
子
愷
に
連
座
し
て
自
宅
待
機
の
身
と
な
り
、
一
九
六
八
年
に
河
北
省
石
家
庄
の
製
薬
工
場
に
労
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働
者
と
し
て
就
職
し
た
。
自
分
自
身
へ
の
批
判
や
攻
撃
は
一
切
意
に
介
さ
な
か
っ
た
豊
子
愷
に
も
、
こ
れ
は
耐
え
が
た
く
辛
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

（
75
）　
『
豊
文
集
』
第
七
巻
、
八
一
九
頁
。
一
九
六
七
年
一
二
月
に
豊
新
枚
は
沈
綸
と
結
婚
し
、
翌
年
四
月
に　

石
家
庄
へ
赴
任
し
た
。
妻
の
沈
綸
の
配
属

先
は
天
津
で
あ
っ
た
た
め
、
二
人
は
長
期
に
渡
り
別
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

（
76
）　

同
上
、
八
二
〇
頁
。

（
77
）　

同
上
、
六
五
五
―六
五
六
頁
（
一
九
七
二
年
八
月
四
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
一
八
」）。

（
78
）　

同
上
、
四
四
八
頁
（
一
九
七
一
年
八
月
二
六
日
「
致
常
君
実
」）。
同
上
、
六
五
五
―六
五
六
頁
（
一
九
七
二
年
八
月
四
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
一
八
」）。

（
79
）　

同
上
、
六
五
二
頁
（
一
九
七
二
年
六
月
二
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
一
五
」）。

（
80
）　

同
上
、
六
六
八
頁
（
一
九
七
三
年
一
月
一
三
日
「
致
豊
新
枚
、
沈
綸　

一
三
一
」）。

本
研
究
は
科
研
費
（
基
盤
研
究
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C
）23520419

）「
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叔
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法
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）
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ぐ
る
日
中
文
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中
国
の
近
代
化
と
日
本
」
の
助
成
を
受

け
た
も
の
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あ
る
。
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